
 それでは、2 回目の質問をいたします。 

ニュースポーツの利用についてです。 

今回はニュースポーツの中でも林間広場で行われているパークゴルフについてです。 

パークゴルフは、芝でおおわれたコースで、クラブでボールを打ち、カップインするまで

の打数を競い合いながら楽しく遊べるスポーツです。 

ゴルフと違い簡単に誰でも始められることから、若い人や高齢者、女性や子供もいっしょ

に楽しめる多世代スポーツとして人気が高く、健康増進とコミュニティ性、高齢者に不足

している友達作りに大変役だっているスポーツであります。 

1983 年に誕生して 27 年目、愛好者の数は全国で 124 万人と推定しています。パークゴル

フがここまで広がった要因として、「競技志向」よりも、むしろ「コミュニケーション志向」

に重きを置いたことがあげられます。そして何よりも高齢者や未経験者でも簡単に誰でも

出来るということです。 

 

先程の利用者の回答にもあるように、本市においても近年ニュースポーツが大変高齢者の

間で盛んに行われるようになってまいりました。 

このパークゴルフは平成 14 年 2 月に社会体育課の推進により、老人会のゲートボール組織

からグランドゴルフ等を通して発展し、結城市パークゴルフ協会がスタートしました。 

それ以来 9 年間絶え間なく活動を続けております。 

また、パークゴルフ協会調査ですが、林間広場パークゴルフ場利用者数は今年の 5 月～6 月

2 ヶ月を調査対象期間として調査した結果 

一日平均人数ですが、  午前 76 人 午後 47 人 合計 124 人で 

これを年間利用者数に直すと、現在は林間広場という性質上 1 週間に 4 日間の使用が可能

であります。芝の養生期間として年間で 2 ヶ月間使用禁止期間がありますので、実質１年

間 365 日中 176 日（１年のうち４８．２％）パークゴルフ場として使用できます。 

176 日×124 人＝21,824 人／年間 利用者がいるということになります。 

平成 21 年度鹿窪運動公園の利用者が 178,933 人ですから、鹿窪運動公園利用者の約１2％

が林間広場パークゴルフ場を利用しております。 

 

現在は林間広場にパークゴルフ場を併設していただき、プレイしておりますが、パークゴ

ルフで使用しない日には林間広場として市民に開放して使用している現状でございます。 

林間広場パークゴルフ場を造った目的と経緯についてお伺い致します。 

また、林間広場に併設という形で存在している為、パークゴルフをプレイ中にパークゴル

フの愛好者ではない林間広場に遊びに来園されている一般の方とのトラブルも多く寄せら

れていると伺っております。確かにボールは硬いし公園を散策中の乳幼児期の子供さんに

でも当たったら大怪我の元になる事は想像がつきます。そこで、具体的にどの様な内容の

苦情が、どれ位寄せられているのかお伺いいたします。 



 

平成 23 年 8 月 20 日現在のパークゴルフ協会の登録会員数は、男性 109 名、女性 112 名、

合計 221 名おります。 

また、結城市パークゴルフ協会に属さないでパークゴルフをプレイしたい、と言う利用者

も居りまして、鹿窪運動公園林間広場年間パスポートを購入している方が、今年は２７６

名おります。 

パークゴルフ協会々員の年齢構成を見ると 40 歳代 2 名、50 歳代 7 名、60 歳代 84 名、70

歳代 115 名、80 歳代 13 名です。構成比で見ると 60～70 歳代が一番多く 221 人中 199 人

おりますので、90％は 60～70 歳代になります。平均年齢でみますと 69.88 歳とほぼ 70 歳

が平均年齢となるところでございます。 

このような年齢の方々が毎日楽しんでいる姿を拝見すると「活き活き・元気で・はつらつ」

しております。 

そこで、平均的な本市の 60 歳～70 歳代の医療費についてお伺いいたします。 

また、スポーツをしている方としていない方の違いについてもお願いします。 

 

次に、武道必修化についてです。 

前回の第 2 回定例会に答弁を頂きましたが、武道必修化の課目が本市中学校については、

結城中・東中・南中ともに柔道を選択していると伺いました。 

武道が必修化された背景には、礼儀や伝統文化を伝える、そして規範意識を高めるという

意思があることは衆目の一致するところでございます。その武道の必修化科目が柔道に決

まった経緯等についてお伺いいたします。 

また、その武道の意図を教育現場で実現する為の仕組みづくりについて、どのように計画

しているのかお伺いいたします。 

武道必修化に伴い、設備や道具等を揃える準備に関わる費用が必要となるかと推測いたし

ます。柔道ですと一人当たり 1 万円、剣道だと 3 万円くらいだと文科省も試算していると

ころでございます。その助成制度について新学習指導要領教材整備助成金、あるいは地方

交付税の措置が無いのかお伺いいたします。 

 

以上で 2回目の質問を終わります。 

 


